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指定短期入所療養介護事業所がない

指定短期入所療養介護事業所が満床である

近くの指定短期入所療養介護事業所では、

医療ニーズに十分に対応できない

（うち）老人保健施設が対応できない

（うち）介護療養型医療施設である病院が対応できない

（うち）介護療養型医療施設である有床診療所が対応できない

（うち）介護療養型医療施設でない有床診療所が対応できない

計画的な利用(n=1,096)

緊急的な利用(n=1,128)
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介護支援専門員における短期入所療養介護の確保が困難な理由等について

（％）

（％）

短期入所療養介護の入所先が確保できない場合の代替サービス (複数回答) (n=1,319)

出典：平成27年度老人保健健康増進等事業 「有料診療所における短期入所療養介護の活性化に向けた調査研究事業」 23

入所先の確保が困難な理由 （医療ニーズのある人の短期入所療養介護入所先の確保が困難であったケアマネージャー）
(複数回答) (n=1,319)


